
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
か
す
み
が
う
ら
市
で
は
市

民
に
対
し
て
感
染
予
防
対
策
、
経
済
支
援
対
策

を
国
・
県
と
共
に
迅
速
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。（
各
種
支
援
の
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
第
2
波
、

第
3
波
が
懸
念
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
「
新
し
い
生
活
様
式
」
を
取

り
入
れ
、
感
染
拡
大
防
止
策
を
継
続
し
な
が
ら
市
民
一
人
ひ
と
り

が
最
善
の
注
意
を
払
い
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
と
し
っ
か
り
向
き
合
い
生
活
し
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

�

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
副
委
員
長　
久
松　
公
生

コ ラ ム
議 会 日 誌議 会 日 誌

議
会
を
傍
聴
し
て

市
の
動
き
を
知
り
ま
し
ょ
う
！

議
会
を
傍
聴
し
て

市
の
動
き
を
知
り
ま
し
ょ
う
！

　
本
会
議
は
、
ど
な
た
で
も
自
由
に
傍
聴
す
る
こ
と
が
で
き
、

議
会
で
の
議
員
の
発
言
や
、
市
長
の
考
え
な
ど
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
第
３
回
定
例
会
は
、
９
月
１
日
（
火
）
か
ら
24
日
（
木
）
ま
で
の
24
日
間
で
開
会
予
定

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

ご意見をお寄せ下さい

編集
後記

（5月1日〜7月31日まで）

●
５
月
●

　

17
日　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
　

全
員
協
議
会

　

14
日　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
　

全
員
協
議
会

　
　
　
　

令
和
２
年
第
１
回
臨
時
会

　
　
　
　

総
務
委
員
会　
　
　
　

　

19
日　

議
会
運
営
委
員
会

　

26
日　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
　

全
員
協
議
会

●
６
月
●

　

２
日
～
17
日

　
　
　
　

令
和
２
年
第
２
回
定
例
会

　

２
日　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
　

全
員
協
議
会

　

８
日　

全
員
協
議
会

　

11
日　

総
務
委
員
会

　
　
　
　

文
教
厚
生
委
員
会

　
　
　
　

産
業
建
設
委
員
会

　
　
　
　

令
和
２
年
第
２
回
定
例
会
議
案
審
査
特
別
委
員
会

　

12
日　

令
和
２
年
第
２
回
定
例
会
議
案
審
査
特
別
委
員
会

　

17
日　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
　

全
員
協
議
会

　

30
日　

産
業
建
設
委
員
会

●
７
月
●

　

６
日　

総
務
委
員
会

　

７
日　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
　

全
員
協
議
会

　

14
日　

令
和
２
年
第
２
回
臨
時
会

　
　
　
　

文
教
厚
生
委
員
会

　

21
日　

議
会
だ
よ
り
編
集
特
別
委
員
会

　

28
日　

議
会
だ
よ
り
編
集
特
別
委
員
会

豆辞典 とはとは？？
議
会
の
委
員
会
が
、
合
議
体
と
し
て
活

動
し
、
調
査
、
審
査
を
行
う
こ
と
の
で
き

る
範
囲
と
能
力
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

委
員
会
は
、
議
会
の
内
部
機
関
で
議
会

に
属
し
、
議
会
か
ら
完
全
に
独
立
し
た
機

関
で
は
な
い
の
で
、
委
員
会
の
権
限
は
、

議
会
か
ら
附
託
さ
れ
た
事
件
の
審
査
及
び

所
管
事
務
の
調
査
に
限
ら
れ
ま
す
。（
地

方
自
治
法
１
０
９
条
）

委
員
会
の
決
定
は
、
そ
の
委
員
会
と
し

て
の
結
論
で
あ
り
、
本
会
議
で
の
判
断
資

料
の
提
供
に
と
ど
ま
り
ま
す
。

か
す
み
が
う
ら
市
議
会
で
は
、
主
な
議

案
の
審
査
の
た
め
議
長
を
除
く
全
議
員
で

構
成
す
る
議
案
審
査
特
別
委
員
会
が
毎
定

例
会
ご
と
に
設
置
さ
れ
る
こ
と
が
例
と

な
っ
て
い
ま
す
。

（
参
考
：
地
方
議
会
運
営
辞
典
）

委員会の権限委員会の権限

詳しいことは、議会事務局へお問い合わせください。　電話　0299（59）2111　内線1302　FAX　0299（59）4753
ホームページ　http://www.city.kasumigaura.lg.jp/gikai/　メールアドレス　gikai@city.kasumigaura.lg.jp

新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、傍聴席を
制限させていただくことが
ございます。


